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山陽工業株式会社

ＬＡＮＤＩＮＧという言葉は、土地や国土や空間を表すＬＡＮＤに現在進行形のＩＮＧをつける
ことにより、「新たな環境づくり＝新たな価値づくり」という主張・姿勢をあらわしています。
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Ⅰ．環境方針
山陽工業株式会社は、次の「環境方針」に基づき環境保全活動に取り組んでいます。
私たちの「ものづくり」への想いは創業当時から脈々と受け継がれ、今も変わることはありません。
それは「LANDING」という理念です。単に建造物を造るのではなく、人や地域から地球環境のこ
とまでも総合的に捉えて、プラスαの価値を造り上げることです。時代は今、かつてないスピード
で変化を繰り返しています。私たちには、それに適応すると共に、多様化し変化し続けるお客様
のニーズを常に先取りしていくことが求められています。
台風や地震、津波など、近年大型化した自然災害への工学的な対応は勿論のこと、限りある資
源の有効活用やCO2削減などの地球環境問題にも積極的に取り組み、お客様の満足度向上
に力を注いで参ります。

≪企業理念≫

「私たちは、お客様の信頼に応えて、ふれあいと、つくる心を大切に、挑戦者としての姿勢
を貫き、次代に向けた新たな価値づくりを実践し、社会に貢献する企業を目指します。」

１、地域社会への貢献を強力に推進する。
発行日　　   令和6年11月1日

2、時代を先取りした商品・サービス・技術力・機能を提供する。

３、企業の健全性を推進する。

４、明るく働きがいのある企業づくりを進める。

≪環境方針≫

わが社は、「新たな環境づくり＝新たな価値づくり」を目標に、地域社会に密着した“快適な
社会づくり”に貢献してきた。

これからの事業活動として、法令を遵守した“環境にやさしい”構造物の建設を目指し、周辺
環境と調和した地域社会づくりを目指す。

【環境行動指針】
１．省エネ、省資源及び資材の再資源化を考慮した事業活動を推進する。

２．環境に配慮した設計・施工を提供する。

３．グリーン調達の強化を図る。

４．現場周辺の環境影響を極力小さくする方策を実施する。

５．現場パトロールを強化し、環境に関する教育、意識の向上を図る。

６．建設に伴う関連法規及び地域社会との協定等を順守する。

７．環境経営システムの継続的な改善に努める。

制定日　　　　　
改定日

山　陽　工　業　株　式　会　社

代表取締役社長　　　鈴江　克彦

2010年9月10日
2023年1月20日
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Ⅱ．事業の概要

（１）事業所名および代表者名

山陽工業株式会社

代表取締役社長　　鈴江　克彦　（令和3年8月6日就任）

（２）所在地

： 〒730-0805　　広島県広島市中区十日市町一丁目１番９号

： 〒728-0022　　広島県三次市西酒屋町大久保６４６－２

： 〒740-0004　　山口県岩国市昭和町1-3-17-302

（３）環境管理責任者及び担当者連絡先

環境管理責任者　　香川　孝之　　　　　ＴＥＬ：082-232-6471　/　ＦＡＸ：082-291-2233

環境管理事務局　　新本　果南子　 　　ＴＥＬ：082-232-6471　/　ＦＡＸ：082-291-2233

（４）主な事業内容及び対象範囲（認定登録範囲）

・ ： 土木構造物及び建築物の設計、施工

・ ： 本社、三次営業所、岩国営業所

（５）事業の規模

・ 資本金　　　　　８，０００万円

・ 売上高　　　　　４，２６５百万円（令和７年５月）

・ 従業員　　　　　８０人　（令和７年5月31日）

・ 床面積　　　　　６００．５６㎡

（６）認定事項（令和７年５月現在）

・ 建設業許可 国土交通大臣　許可（特ー２）第27991号

（土木・建築・大工・とび・土工・屋根・管・タイル・れんが・ブロック・鋼構造物・ほ装・塗装・防水

内装・建具・水道・解体工事業）

・ 一級建築士事務所登録 広島県知事登録２４（１）第４５６８号

・ ＩＳＯ９００１登録 認証番号　ＭＳＡ－ＱＳ－４１２

・ エコアクション２１登録 認証・登録番号　０００６９０４

本　　　　社　：　

三次営業所

岩国営業所

活動内容

対象事業所
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（７）環境管理組織及び役割権限表

　　訓練・記録
・　自部門の法令遵守
・　自部門の問題点の発見、是正、予防措置

全 従 業 員
・　環境方針に理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・　決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・　環境活動実施計画の実績集計
・　環境活動レポートの作成、公開

部 門 長

・　自部門における環境経営システムの実施
・　自部門における環境方針の周知
・　自部門の職員に対する教育訓練の実施
・　自部門に関連する環境目標及び環境活動計画の実施及び達成状況
　　の報告
・　特定された項目の手順書作成及び運用管理
・　自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト・

・　環境経営システム構築・実施・管理
・　環境活動実施計画書を承認
・　環境活動レポートの確認
・　環境活動の取組結果を代表者へ報告

環 境 事 務 局

・　環境管理責任者の補佐、ＥＡ２１推進の事務局
・　環境への負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェック
　　の実施
・　環境法規制等一覧表の作成
・　環境目標、環境活動実施計画書を作成

建築・リフォーム営業部

区　　　　分 役　割　・　責　任　・　権　限

代表取締役(社長)

・　環境経営に関する統括責任
・　環境管理責任者を任命
・　環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・　代表者による全体の評価と見直しを実施
・　環境活動レポートの承認
・　環境目標の設定を承認

建　築　部 作業所
建築本部

岩国営業所

リフォーム課
設計部

三次営業所

安全品質保証部購買課

社　長 環境管理責任者

土　木　部
事業総本部

土木本部

作業所

環境事務局

環境管理責任者

総　務　部
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Ⅲ．環境目標、具体的取り組み内容及び中期目標について
【中期目標（令和6年～令和8年）】

会社全体（営業所・作業所含む）

※上水道使用量につきましては、本社事務所はビルの管理組合が一括管理しているため、営業所及び作
業所の使用量を把握し、目標設定をしております。

6Sパトロール点数
点(以上) 97.3 97.8(対前年+0.5点)98.3(対前年+0.5点)98.8(対前年+0.5点)

 (1作業所当り)

※環境に配慮した設計は、当社の設計案件が住宅等が主ではなく、工場・倉庫等、特殊な案件が多く具体
的な目標設定はせず、常に小さな提案でもするようにしております。

産業廃棄物排出量 ｔ 5,163 5,111 5,060 5,010

資源の使用量 ｔ 8,708 8,621 8,534 8,449

環境に配慮した設計 件

※二酸化炭素排出係数：0.521kg-co2/kwh（中国電力:2019年度）

※SDSを利用し、購入量及び使用量がないことを確認した（セーフティデータシート）

上水使用量  2,550 2,525 2,499 2,474

一般廃棄物排出量 ㎏ 487 482 477 473

二酸化炭素排出量 kg-ＣＯ2 309,596 306,500 303,435 300,400

項　　　目 単　位
基準年（実績） 令和6年度(対前年比△1%) 令和7年度(対前年比△1%) 令和8年度(対前年比△1%)

(R5/6～R6/5) (R6/6～R7/5) (R7/6～R8/5) (R8/6～R9/6)
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Ⅳ環境目標とその実績（期間：令和6年6月～令和7年5月）

会社全体（営業所・作業所含む）

廃棄物
の削減

産業廃棄物排出量

基準年比
1％削減

作業所電力使用量 KWh 101,728 146,252 144%

※レポート対象期間である令和5年6月から令和7年5月における二酸化炭素総排出量は、 356,987.75 ㎏-CO２/年ある。

関係法令チェックによる指摘事項件数
指摘事項
ゼロ

件 0 0 100%

6Sパトロール点数(1作業所当り)
基準年比
１点以上

点 97.8 95.5 98%

省資源 上水使用量
基準年比
１％削減

2,525 1,854 73%

ｔ 5,111 13,152 257%

533 99%

省エネ
ルギー

資源の使用量 ｔ 8,621 8,910 103%

113%

二酸化炭素排出量

基準年比
１％削減

※省エネルギー・廃棄物の削減・省資源の数値目標は、基準年(R5/6からR6/5)の実績値の△1%値とする。

111%

一般廃棄物排出量 ㎏ 482

軽油+ガソリン+重油+灯油使用量 L 99,254 110,268

116%

オフィス電力使用量 KWh 25,188 28,426

備考
(令和6年度目標)

㎏-CO２ 306,500 356,987.75

項　　　　　　目 目　標 単位
数値目標

年間実績 目標比
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Ⅴ環境活動の取り組み結果の評価と次年度の環境目標及び環境活動計画

（1）①5年間の売上と二酸化炭素排出量の推移

②5年間の推移

28,426

（令和3年6月
～令和4年5月）

（令和4年6月
～令和5年5月）

（令和5年6月
～令和6年6月）

（令和6年6月
～令和7年6月）

オフィス電力
使用量 kwh 27,021 28,526 32,210 25,442

項目 単位
33期 34期 35期 36期 37期

（令和2年6月
～令和3年5月）

356,988
二酸化炭素
排出量 kg-CO2 480,172 422,006 503,936 376,234

売上高 百万円 6,916 5,595 5,289 5,512 4,265

（令和2年6月
～令和3年5月）

（令和3年6月
～令和4年5月）

（令和4年6月
～令和5年5月）

（令和5年6月
～令和6年5月）

（令和6年6月
～令和7年5月）

37期

項目 単位

33期 34期 35期 36期
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410000
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15000
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（令和4年6月
～令和5年5月）

（令和5年6月
～令和6年6月）

（令和6年6月
～令和7年6月）

軽油+ガソリン+重
油+灯油使用量 L 151,830 134,331 172,514 100,256 110,268

項目 単位
33期 34期 35期 36期 37期

（令和2年6月
～令和3年5月）

（令和3年6月
～令和4年5月）

項目 単位
33期

（令和3年6月
～令和4年5月）

（令和4年6月
～令和5年5月）

（令和5年6月
～令和6年6月）

（令和6年6月
～令和7年6月）

34期 35期 36期 37期

146,252
作業所電力
使用量 kwh 152,366 127,874 121,923 102,756

（令和2年6月
～令和3年5月）

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000

33期 34期 35期 36期 37期

(L) 軽油・ガソリン・重油・灯油使用量
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20000
40000
60000
80000

100000
120000
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160000
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(kwh) 作業所電力使用量
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(2)二酸化炭素排出量

①電気の使用

②ガソリン等の使用

※岩国営業所は車を使用しないため計画はありません

作業所
アイドリングストップ 〇 継続 作業所の数・作業内容等が大きく影

響する建設機械等作業停止時のエンジン停止 〇 継続

三次営業所

岩国営業所

部門 取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果　等）

本社 アイドリングストップ 〇 継続 営業範囲等に影響が大きい

作業所
不要照明の消灯 〇 継続 作業所の数・作業内容等が大きく影

響する夜間、休日はOA機器の電源はOFF ◎ 継続

継続 実施できた
冷暖房の控え目使用 〇 継続 季節的要因に、影響される

〇 継続 季節的要因に、影響される

岩国営業所
不要照明の消灯 〇 継続 実施できた
夜間、休日はOA機器の電源はOFF ◎

三次営業所
不要照明の消灯 〇 継続 実施できた
夜間、休日はOA機器の電源はOFF ◎ 継続 実施できた
冷暖房の控え目使用

夜間、休日はOA機器の電源はOFF ◎ 継続 実施できた
継続 季節的要因に、影響される

643

本社
不要照明の消灯 ◎

冷暖房の控え目使用 〇

　　　◎よくできた　　〇まあまあできた　　△あまりよくできなかった　　×全くできなかった

部門
継続 実施できた

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果　等）

633 577 354 533
一般廃棄物排出

量 kg

37期
（令和2年6月
～令和3年5月）

（令和3年6月
～令和4年5月）

（令和4年6月
～令和5年5月）

（令和5年6月
～令和6年6月）

（令和6年6月
～令和7年6月）

項目 単位
33期 34期 35期 36期
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(3）廃棄物排出量

(4）上水使用量

(5）6Sパトロール

(6）6Sパトロール

・数値目標に対し、達成。

・年間累積実施でも、累計23作業所中すべての現場で数値目標以上だった。

（7）次年度の環境目標及び環境活動計画

次年度の環境目標は令和6年度実績を基準年として、1％削減する。

次年度の環境活動計画はP11～12の取り組み計画のとおり。

作業所

作業員に繰り返し目的、意義を教
育し、定着を図る

◎ 継続 当社職員の意識の向上を図る

現場内の清掃を毎日実施する ◎ 継続 実施できた

作業所 節水運動の徹底 〇 継続
作業所の数・作業内容等が大きく影
響する

部門 取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果　等）

三次営業所 節水運動の徹底 〇 継続
作業所の事務所・宿泊施設としての
利用が大きく影響する

岩国営業所 節水運動の徹底 〇 継続 職員の意識向上を図る

部門 取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果　等）

作業所

廃棄物の発生抑制のため、適切な
発生材料の適量化

〇 継続
作業所の数・作業内容等が大きく影
響する包装、梱包材の削減 〇 継続

紙、金属の有価物処理 〇 継続

可燃ごみ（プロジェクターの活用） ◎ 継続 浸透してきている

不燃ごみ △ 継続 職員の意識の向上を図る

部門 取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果　等）

本社

可燃ごみ（裏紙の使用） 〇 継続 浸透してきている

9



Ⅵ．環境関連法規への違反、訴訟などの有無

（1）対象法律

(2)違反、訴訟など

主な環境関連法などおよび遵守評価結果は、下表の通りです。

消防法

(防火対象物)防火管理者の届出、消防計画の作成、避難訓練の実施、
消化設備、火災警報設備の点検整備、避難設備の維持
(危険物取扱所)設置許可、技術基準の順守、危険物保安監督者の届
出、定期点検の実施と記録の保存

遵守

PRTR法 第1種指定化学物質の排出・移動量の届出、SDSの確認 遵守

フロン排出抑制法

環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去3年間一度もありません。

下水道法
公共下水道を使用して下水を排水する特定事業場・特定施設の届出、
排水基準の順守、水質の測定と記録、事故時の届出

遵守

フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な処理 遵守

水質汚濁防止法
公共用水域への排出水の排出基準の順守、特定施設の届出、水質の測
定と記録、事故時の届出

遵守

PCB特措法
PCB廃棄物の処分委託終了届出及びPCB廃棄物等の保管及び処分状
況等届出

遵守

大気汚染防止法
規制物質（ばい煙、揮発性有機化合物、粉塵、有害大気汚染物質、自動
車排出ガス）を排出する特定施設の届出、規制基準の順守、排出濃度の
測定と記録、事故時の報告

建築物省エネ法 建築物エネルギー消費性能確保計画書の申請、完了検査申請 遵守

遵守

建築物環境配慮制度 建築物環境計画書の届出、建築物工事完了届出 遵守

緑化推進制度 緑化計画書、工事完了届出 遵守

浄化槽法 浄化槽の設置の届出、保守点検、清掃、水質定期検査の実施 遵守

騒音・振動規制法 指定地域内の特定施設の届出、規制基準の順守 遵守

廃棄物処理法
保管基準の順守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マニフェストの
交付・保存・確認・交付状況等報告書の提出

遵守

建設リサイクル法 建築物等の分別解体義務、事前届出、特定建設資材廃棄物の再資源化義務 遵守

廃棄物処理法、建設リサイクル法、浄化槽法、騒音・振動規制法、省エネ法、広島市地球温暖化条例

環境関連法規等 遵守する事項 遵守
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Ⅶ．代表者による全体評価と見直し・指示の結果

・EMSの適切性、妥当性、有効性　 ：　有

・環境方針　　　　　　　　　　　　　　　 ：　変更なし

・目的・環境活動計画 ：　変更なし

・環境経営システム各要素(実施体制含む) ：　教育の実施(実施内容は変更なし)

平成23年4月にエコアクション21の認証登録を受け、全社員一丸となり、継続的に取り組みを行い

地域社会に貢献していきます。

また、今後エコアクション21への取り組みを行っていく上で、環境負荷の軽減を図る為、本社・営業

所・各現場において紙・水・電力量、機械燃料、ガソリン等の削減を組織として、積極的、継続的に

取り組むことが必要であり、更に現場では、周辺環境への配慮にも重点を置き、環境・安全・コスト面

で効果が出る活動にしていきたいと思います。

なお、運用実績では、特に大きな問題点も無いと思われるので、「環境方針」の見直しは、行いません。

Ⅷ．その他　取り組み

(1)河川清掃ボランティアへの参加

　広島県アダプト活動認定団体に平成23年9月14日付けで認定されました。

（参加活動名）

広島県アダプト活動

（活動内容）

　河川清掃活動（空き缶や吸い殻等の散乱ごみの回収等）

（清掃活動等の実施区域）

河川名 一級河川　太田川水系　京橋川

区　間 稲荷大橋　から　東広島橋　までの両岸　（約　５７０m)

（清掃活動状況）
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(2)太田川の河川清掃ボランティア活動
　令和3年3月12日付けで中国地方整備局より河川協力団体指定証を認定されました。
（指定番号）
国（中国地方整備局）第　31　号

（活動内容）
　河川清掃活動（空き缶や吸い殻等の散乱ごみの回収等）
（清掃活動等の実施区域）

河川名 一級河川　太田川水系　旧太田川
区　間 相生橋　から　空鞘橋　までの両岸（約　500ｍ）
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(3)門前清掃ボランティア活動
平成20年5月14日付けで広島市長と広島市まちの美化に関する里親制度覚書を締結いたしました。
(活動内容)
　門前清掃活動（空き缶や吸い殻等の散乱ごみの回収等）
（清掃活動等の実施区域）

区　間 相生橋手前から広島電鉄「十日市」駅交差点まで(約　450m)

（清掃活動状況）

(4)SDGs宣言
「持続可能な社会の実現」に貢献していくため、「SDGs宣言」を策定いたしました。
本社だけでなく、各現場事務所にも「SDGs宣言ポスター」を掲げ、宣言内容をしっかりと意識して
業務遂行しております。
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(5)「RiverDo！ひろしま川祭り2024」の河川清掃ボランティア活動

　ひろしまSUPクラブ主催の「RiverDo！ひろしま川祭り2024」が開催され、河川協力団体の交流事業の

位置づけとして参加いたしました。

（活動内容）

　河川清掃活動（空き缶や吸い殻等の散乱ごみの回収等）

（清掃活動等の実施区域）

河川名 一級河川　太田川水系　旧太田川

区　間 相生橋　から　空鞘橋　までの両岸（約　500ｍ）

（清掃活動状況）
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